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平成２６年１０月２８日  

所 管    総務局・行政部   

  

件  名 社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）への対応について 

経過・現状 

 

政 策 課 題 

【制度の趣旨】 

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人の情報であるということ

の確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性

の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤（インフラ）である。 

 

【経過】 

・平成 25年 5月 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律  

（マイナンバー法）等関連 4法の成立・公布 

 

【制度の仕組み】 

①付 番  ： 住民票を有する個人全員に「個人番号」、法人等に「法人番号」を付番 

②情報連携 ： 複数の機関間で、同一人の情報を紐付けし、相互に活用する仕組み  

③本人確認 ： 個人の身分証明として活用する仕組み 

 

【制度の効果】 

・社会保障や税の給付と負担の公平化、行政事務の効率化 

・国の機関や他市町村等と情報連携が可能となることで、窓口等での各種申請手続き時に必要とな

る添付書類等の簡素化 等 

 

【情報の保護措置】 

①特定個人情報保護評価の実施義務付け（全項目評価では市民意見聴取及び第三者点検が必要） 

②個人番号の取扱いを監視・監督する特定個人情報保護委員会（国の 3条委員会）の設置 

③個人によるマイポータル機能を活用した情報提供等記録の確認 

 

【国が示す今後のスケジュール】  

・平成 27年 10月   住民基本台帳に個人番号記載（付番） 

市町村から個人番号を通知（通知カードの交付〔郵送〕）  

国税庁から法人番号を通知 

・平成 28年 1月～    個人番号の利用開始（窓口等の手続きに必要となる）   

個人番号カード交付開始（申請者のみ） 

・平成 29年 1月～    国の機関間の情報連携開始  

・平成 29年 7月～    国・地方公共団体間の情報連携開始 

 

対 応 方 針 

 

今後の取組 

（案） 

【本市における対応事項】 

（１）マイナンバー関連事務  

・制度所管課 全庁 31課 64事務（平成 26年 10月現在）（別紙 1） 

 

（２）今後の取組み 

①特定個人情報保護評価（平成 26年 11月 ～ 平成 27年 7月予定） 

・特定個人情報利用前に、国で定められた評価基準に基づき、利用事務ごとに実施  

・取扱者数 30万件以上の全項目評価対象事務（住民基本台帳、地方税、社会保障関係(5事務)）は、

パブリックコメント及び堺市個人情報保護審議会による第三者点検も併せて実施 

②システム改修  

・住基システム  ：平成 27年 3月末まで 

・その他システム：平成 27年 12月末まで 

 ※税務システム、国民健康保険システム、介護保険システムなど 

 

 



③条例制定・改正 

・マイナンバー法との整合を図るための堺市個人情報保護条例の改正(平成27年5月議会提案予定) 

・個人番号を利用する庁内情報連携に関する条例の制定 他 （平成 27年 8月議会提案予定） 

④その他 

・個人番号及び個人番号カードの市独自利用の検討(利用する場合、利用に係る条例の制定が必要) 

効果の想定 社会保障や税の給付と負担の公平化、行政の効率化等により市民にとって利便性の高い社会の実現 

関係局との 

政 策 連 携 
市長公室、総務局、財政局、市民人権局、健康福祉局、子ども青少年局他 

 



平成26年10月現在
社会保障・税番号（マイナンバー）制度関係事務一覧 ３１課・６４事務

局 部 課

被災者台帳作成に関する事務

救助又は扶助金の支給に関する事務

被災者生活再建支援金の支給に関する事務

人事部 労務課 地方公務員災害補償事務

職員給与に係る所得税・地方税の納付事務

源泉徴収された所得税の納付事務

職員の児童手当等の認定事務

職員に係る共済、厚生年金、協会けんぽ、雇用保険関係事務

財政局 税務部
税政課・市民税管理課
資産税管理課・収税課

地方税事務

市民人権局 市民生活部 戸籍住民課 住民基本台帳事務

健康福祉総務課 戦没者等の遺族および戦傷病者等の妻に対する特別給付金・特別弔慰金の給付事務

生活保護事務

中国残留邦人等支援給付事務

生活困窮者自立支援事務

国民健康保健に関する医療の給付及び保険料の徴収事務

国民年金事務

保健徴収医療課 後期高齢者医療制度事務

介護保険課 介護保険事務

高齢施策推進課 老人福祉法に規定する措置事務

自立支援医療（更生医療）事務

地域生活支援事業に係るサービスの支給に関する事務

特別児童扶養手当支給事務

特別障害者手当等支給事務
障害福祉サービスの支給・障害程度区分の認定・地域相談支援給付・
計画相談支援給付の支給・補装具費の支給に係るサービスの支給に関する事務
地域生活支援事業に係るサービスの支給に関する事務

やむをえない事由による措置に関する事務（知的障害）

やむをえない事由による措置に関する事務（身体障害）

障害者更生相談所 身体障害者手帳交付事務

健康医療推進課 各種健（検）診事務

精神障害者保健福祉手帳交付事務

自立支援医療費（精神通院）支給認定事務

措置診察事業

小児慢性特定疾患治療研究事務

特定医療費の支給に関する事務

原子爆弾被爆者に関する事務

予防接種事務

結核医療費公費負担事務

感染症患者医療費公費負担事務

自立支援医療費（育成医療）給付事業

未熟児養育医療給付事業

結核児童療育給付事業

妊婦・乳児一般健康診査、乳児健康診査

障害児通所給付費等支給事務

障害児入所給付費等支給事務

里親認定登録事務

子育て短期支援事務

児童手当支給事務

助産施設における助産の実施

母子生活支援施設における保護の実施

児童扶養手当の支給に関する事務

母子（父子）寡婦福祉資金貸付金事務

母子（父子）家庭等日常生活支援事務

堺市高等職業訓練促進費給付金・自立支援教育訓練給付金事務

保育所入所・保育料決定・保育料徴収事務

保育所入所措置事務

独立行政法人日本スポーツ振興センター法による災害共済給付の支給に関する事務

子ども相談所 子ども相談所 児童養護施設等入所措置及び入所者負担金の認定事務

住宅管理課

住宅改良課

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務

独立行政法人日本スポーツ振興センター法による災害共済給付の支給に関する事務

市立幼稚園児管理事務

高等学校就学支援金申請受付事務

地域教育支援部 放課後子ども支援課
放課後児童対策事業（のびのびルーム）
放課後子どもプランモデル事業（堺っ子くらぶ）
堺市美原放課後児童健全育成児童会事業（美原児童会）に関する事務
農業者年金受託事務

・網掛け部分は、取扱者数30万人以上の全項目評価対象事務　７事務

※現在、国から政省令が一部しか提示されていないため、今後、記載の対象事務に増減が生じる場合があります。

教育委員会事務局

危機管理室

障害者支援課

総務サービス課

農業委員会事務局

障害施策推進課

学務課

学校管理部

建設都市局 住宅部

保育部

子ども青少年局

子ども青少年
育成部

子ども育成課

保健医療課

感染症対策課

子ども家庭課

生活援護管理課

保健給食課

事務所管部署

市営住宅管理事務

総務局

事務名称

保育運営課

健康部

長寿社会部

生活福祉部

健康福祉局

保険年金管理課

精神保健課

保健所

行政部

障害福祉部

別
紙
１

 



 

「特定個人情報保護評価書（全項目評価書）」のパブリックコメントの実施について 

 

１ 特定個人情報保護評価書（全項目評価書）の概要 

 

（１）マイナンバー制度 

・平成２５年５月３１日に公布された「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（マイナンバー法）」に基づき、国民の利便性の向上、行政運営の効率化などを

めざし、導入される制度です。 

 

（２）特定個人情報保護評価 

・市民が安心・信頼できるマイナンバー制度の構築のため、特定個人情報(個人番号を含む個人情

報)が記録される情報システムのデータファイル（特定個人情報ファイル）を各業務で利用する前

に、個人のプライバシー等に与える影響を予測・評価し、かかる影響を軽減するための適切な措

置を予め講ずることを目的に、特定個人情報保護評価（以下「評価」という。）を実施します。 

・評価は、特定個人情報保護委員会（国の三条委員会）規則に定められた評価書に基づき、特定個

人情報ファイルを利用する事務ごとに実施します。 

 

（３）特定個人情報保護評価（全項目評価書）の手続き 

・３０万件を超える特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、特定個人情報保護評価書（全

項目評価書）（以下「評価書」という。）を作成します。 

・評価書に記載する特定個人情報保護等の内容を公表して、個人のプライバシー等の権利利益の保

護に取り組むことを宣言するとともに、市民の意見を募集します（パブリックコメント）。 

・市民の意見を反映した評価書を、さらに堺市個人情報保護審議会で点検を受け、評価書は完成し、

評価書を特定個人情報保護委員会へ提出・市ＨＰへ掲載することで、評価の完了となります。 

 

２ 評価書のパブリックコメント実施スケジュール（予定） 

 

時 期 内 容 

平成２６年１１月中旬～１２月中旬 住民基本台帳事務評価書パブリックコメント実施 

平成２６年１２月～平成２７年１月頃 地方税事務評価書パブリックコメント実施 

平成２７年２月～４月頃 
国民健康保険等社会保障関係事務（５事務） 

評価書パブリックコメント実施 

 

 

３ 評価実施後の再評価等 

  特定個人情報ファイルの取扱いを変更する場合は、再評価を実施します。 

  また、１年ごとに評価書記載事項の確認・修正を行い、５年ごとに再評価を実施します。 

参考１ 



平成２５年度

情報提供ネット
ワークシステム

番号制度

国

住民基本台帳
事務

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

▼法案成立（５/２４）

税務事務

付番等システム

堺
市

条例等の
制定･改正

その他社会保
障関係事務

番号関係事務の条例・

規則等改正等 

番号独自利用の検討（条例制定） 

システム改修 

H27.10～    個人番号付番 ・通知カード 

H28.1～ 個人番号利用・個人番号カード交付 

H29.1～国等 H29.7～地方公共団体 

設計・開発・テスト 

社会保障・税番号制度導入に向けたスケジュール 

個人番号ｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑ  設計・開発 

付番システム  設計・開発 

連携テスト 

連携ﾃｽﾄ 

設計･改修 

評価 

情報照会/提供 

特定個人情報保護評価 

評価 

設計・改修 

評価 

設計・改修 

個人情報保護条例等

の改正・庁内情報連携

に係る条例制定の検討 

議

会 

議会 内容・条文等検討 

検  討 

庁内  

ｼｽﾃﾑ   

連携  

テスト 

特定個人情報保護評価 

特定個人情報保護評

システム改修 

システム改修 

情報提供ネット

ワークシステム

との連携テスト・

総合運用テスト 

情報連携  

開始 

検  討 議会 

参考２ 


